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相　
　
談

健　
　
康

子
育
て

募
集・採
用

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

施　
　
設

　

創
業
に
必
要
な
経
営
、販
路
開
拓
、財
務
な
ど
の
基

礎
知
識
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、事
業
環
境
変
化
に
対

応
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
作
成
を
め
ざ
し
、中
小
企

業
診
断
士
に
よ
る
実
践
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

▼�

日
時　
6
月
6
日
～
7
月
11
日（
土
曜　
全
6
回
）

　
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分 

   【�

別
途
、個
別
相
談
を
開
催
予
定（
7
月
8
日
㈬
、　

15
日
㈬
）】

▼
場
所　
三
木
商
工
会
館　
4
階
大
会
議
室

▼��

対
象　
創
業
希
望
の
方
、創
業
後
5
年
以
内
の
方
、

新
事
業・新
分
野
へ
の
進
出
を
め
ざ
す
方

▼
受
講
料　
1
，
0
0
0
円

▼
定
員　
先
着
20
名

▼
申
込
期
限　
5
月
22
日
㈮

▼��

申
込
方
法　
住
所
、氏
名
、電
話
番
号
を
明
記
し
、

F
A
X
、メ
ー
ル
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。　
　

問・申
込   

三
木
商
工
会
議
所

三
木
商
工
会
議
所  
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 info@
m
ikicci.or.jp　

創業支援

市
内
で
創
業
を
希
望
す
る
皆
さ
ん
へ

み
き
C
C
I
創
業
ビ
ジ
ネ
ス

ス
ク
ー
ル
を
開
催

三
木
市
で
の
起
業
を
応
援

起業家
支援

　
事
業
の
立
ち
上
げ
な
ど
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
補
助
し
、起
業
し
や
す
い
環
境

を
整
備
し
ま
す
。

▼�

対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

　
・�令
和
7
年
度
以
降
に
起
業
お
よ
び
令

和
8
年
度
末
ま
で
に
起
業
す
る
方

　
・�当
補
助
金
の
実
績
報
告
の
日
に
お
い

て
、市
内
に
住
所
お
よ
び
主
た
る
事

業
所
が
あ
る
個
人
ま
た
は
法
人

▼�

補
助
額　
補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1

（
上
限
50
万
円
）。
事
業
に
使
用
す
る
た

め
に
空
き
家
を
改
修
し
た
場
合
は
、当

該
費
用
の
2
分
の
1
に
相
当
す
る
額
を

補
助
金
額
に
加
算（
上
限
50
万
円
）

▼�

募
集
期
限　
7
月
10
日
㈮

▼�

申
込
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

市
役
所
2
階
商
工
振
興
課
に
あ
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、申
請
書
類

の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、三
木
市
中
小

企
業
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
指
導
お
よ

び
助
言
を
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼�
募
集
数　
4
件
程
度

問・申
請 �
(市)
商
工
振
興
課

　
　
　

 
商
工
業
振
興
係

中
小
企
業
の
経
営
を
応
援

中小企
業支援

　
三
木
市
中
小
企
業
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

で
は
、経
験
豊
富
な
中
小
企
業
支
援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
皆
さ
ん
の
ビ
ジ
ネ
ス
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す（
相
談
無
料
）。

▼�

対
象　
市
内
の
中
小
企
業
者
・
小
規
模

事
業
者
、創
業
・
開
業
希
望
者
、農
業
6

次
産
業
化
を
め
ざ
す
農
家
・
農
業
法
人

な
ど

▼�

支
援
内
容　

経
営
に
関
す
る
こ
と
、補

助
金
や
施
策
の
活
用
な
ど
、幅
広
く
手

厚
く
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

▼�

相
談
日
時　
火
～
土
曜（
祝
日・年
末
年

始
を
除
く
）　

午
前
9
時
～
正
午
、午

後
1
時
～
4
時
30
分

▼�

申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

問・申
込 �

三
木
市
中
小
企
業
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
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7
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8
0
0
8

▲ホームページ　
　はこちら

国民
年金

国
民
年
金
の
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額
免
除・

一
部
免
除
）、納
付
猶
予
、学
生
納
付
特
例

を
受
け
た
方
が
、そ
の
後
に
納
付
が
可
能

に
な
っ
た
時
な
ど
に
本
人
の
申
し
出
に
よ

り
、さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
期
間
の
保
険
料

を
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼�

追
納
の
利
点

　

・�将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

・�そ
の
年
の
所
得
控
除（
社
会
保
険
料
控

除
）の
対
象
と
な
り
、所
得
税
・
住
民
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▼�

注
意
点　

　

・�追
納
が
で
き
る
の
は
過
去
10
年
以
内
の

免
除
な
ど
の
期
間
に
限
り
ま
す
。

　�

・�一
部
免
除
の
承
認
期
間
の
追
納
は
、免

除
後
の
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

・�免
除
な
ど
の
承
認
期
間
の
う
ち
、原
則

古
い
期
間
分
か
ら
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、承
認
期
間
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
に
追
納
す

る
場
合
に
は
、当
時
の
保
険
料
額
に
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ

　

 

ま
す
。

問 

・明
石
年
金
事
務
所
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・�（市）
保
険
年
金
課 

国
民
年
金
係

　

公
園
や
道
路
な
ど
の
公
共
の
場
所
に
お

い
て
、花
植
え
や
緑
化
活
動
を
自
主
的
に
行

う
団
体
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼�

対
象（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
団
体
）

　
・�

2
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、市
内
在
住

の
方
が
半
数
以
上

　
・�年
間
12
回
以
上
活
動
す
る
団
体

▼�

補
助
額　
対
象
と
な
る
経
費
に
相
当
す

る
額（
上
限
5
万
円
／
年
）

▼�

申
請
期
間
　
5
月
29
日
㈮
ま
で（
昨
年

度
よ
り
期
間
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
の

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

▼��

申
請
方
法　

市
役
所
2
階
都
市
政
策

課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
各
市
立

公
民
館
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請 

(市)
都
市
政
策
課 

公
園
緑
地
係

花
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
補
助
金
を
交
付

補助金

▲�ホームページ

多文化共生
　
外
国
人
が
勤
務
す
る
市
内
事
業
所
を
対

象
に
、生
活
す
る
上
で
必
要
と
な
る
行
政

情
報
や
生
活
習
慣（
ご
み
出
し
ル
ー
ル
、

交
通
ル
ー
ル
）な
ど
を
伝
え
る「
生
活
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」を
行
い
ま
す
。

▼�

日
時　
月
～
金
曜　
午
前
9
時
～
正
午
、　

午
後
1
時
～
3
時

▼�

対
象
事
業
所　
市
内
に
所
在
す
る
事
業

所
で
受
講
者
が
市
内
在
住
で
あ
る
こ
と

▼�

そ
の
他

 

・�受
講
者
が
５
名
以
上
の
場
合
は
、事
業

所
へ
の
出
前
講
座
を
行
い
ま
す
。

 

・�転
入
手
続
き
の
日
程
に
合
わ
せ
て
市
役

所
内
で
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

・�使
用
言
語
は「
や
さ
し
い
日
本
語
」で
の

対
応
に
な
り
ま
す
。

 

・日
時
、場
所
、内
容
は
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問・申
込 �

（市）
市
民
協
働
課 

多
文
化
共
生
係

事
業
者
向
け

外
国
人
の
た
め
の
生
活
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 詳細はホームページ

をご覧ください▲

　

農
業
の
新
た
な
担
い
手
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、障
が
い
の
あ
る
方
の
働
く
場
を

確
保
す
る
た
め
、農
業
者
が
市
内
の
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
へ
農
作
業
を
委
託
す

る
場
合
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼�

対
象　

農
業
を
営
む
個
人
、団
体
、法

人
で
、市
内
に
住
所
ま
た
は
事
業
所
が

あ
る
方

▼�

補
助
額　
委
託
費
用
の
2
分
の
１

　
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
。
上
限
5
万
円
）

▼
申
請
期
限
　
6
月
1
日
㈪

▼��

申
請
方
法　
市
役
所
2
階
農
業
振
興
課
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、窓
口
、郵
送
ま

た
は
メ
ー
ル
で
提
出
し
て

　
く
だ
さ
い
。

問・申
請 

(市)
農
業
振
興
課 

山
田
錦
振
興
係

 yam
ada-nishiki@

city.m
iki.lg.jp

農
業
と
福
祉
の
課
題
解
決
を
め
ざ
す
農
業
者
を

支
援

補助金

▲�ホームページ


